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報告事項１ 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の議決結果について 

 

１．委員会審査日   令和８年３月７日（教育民生常任委員会） 

２．審 査 結 果   原案可決 

３．議 決 日   令和８年３月１９日（本会議最終日） 

４．議 決 結 果   原案可決 

５．条例改正の内容  令和８年３月市議会定例会教育民生常任委員会補足資料のとおり 

６．委員会の主な質疑応答 

№ 質  問 回  答 

１ 

 医療保険分について、所得割を引き上

げた理由を伺う。 

 木更津市国民健康保険税改定計画に基

づき、千葉県が定める市町村標準保険税

率に段階的に近づけるよう税率を改定し

ています。 

 医療保険分の所得割については、県が

定める令和８年度市町村標準保険税率が

本市の税率より高いことから、改定計画

に基づき税率を段階的に引き上げたもの

です。 

 

 

２ 

 医療保険分について、均等割と平等割

を引き下げた理由を伺う。 

 医療保険分の均等割と平等割について

は、県が定める令和８年度市町村標準保

険税率が本市の税率より低いことから、

改定計画に基づき税率を引き下げたもの

です。 

 

 1 



№ 質  問 回  答 

３ 

 国民健康保険税における軽減措置の見

直しは、今後行われるのか伺う。 

 国の方針として、平成３０年度から都

道府県が保険者として加わったことで、

世帯で加入者数や所得構成が同じなら

ば、県内で同じ保険税額とする方向性は

示されていますが、国の通知等で軽減措

置の範囲を見直すような通知等はござい

ません。 

 

４ 

 収納率について、医療分が 93.6％、介

護分が 90.8％となっているが、税率を引

き上げることで、滞納世帯の増加や収納

率の低下の懸念、また、その対策等はど

のようなことを考えているかを伺う。 

 

 税率を引き上げることにより、滞納世

帯の増加や収納率の低下という影響が考

えられます。 

 保険税額の急激な増額を防ぐために、

改定計画に基づき段階的に税率を引き上

げており、被保険者の負担が少なくなる

よう取り組んでいます。 

 

５ 

 税率が急激に引き上がらないように考

えて行っているということですが、なぜ

上がるのかという質問に対しては、その

理由をどのように市民に周知するのかを

伺う。 

 市ホームページで、税率改定計画の策

定趣旨や計画を掲載していますが、市民

への周知が市ホームページや広報紙に限

られてしまうことから、被保険者からお

問い合わせがあった場合には、丁寧な説

明を心がけて、取り組んでまいりたいと

考えています。 
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令和８年３月市議会定例会 教育民生常任委員会 補足資料 

（議案第３７号 木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 

 

１．条例改正の内容 

区 分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 

所得割率 
所得金額の8.21％ 

(R7年度から0.11％増) 

所得金額の2.28％ 

(R7年度から0.15％増) 

所得金額の1.61％ 

(R7年度から0.17％増) 

均等割額 
１人あたり 18,000円 

(R7年度から2,000円減) 

１人あたり 13,000円 

(R7年度から1,000円増) 

１人あたり 16,000円 

(R7年度から2,000円増) 

平等割額 
１世帯あたり 22,000円 

(R7年度から2,000円減) 
― ― 

課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円 

 

２．施行期日 

 令和８年４月１日から施行します。なお、改正後の木更津市国民健康保険税条例の規

定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税から適用します。 

 

３．税率を改定する理由 

 国は、都道府県内において被保険者の所得と世帯構成が同じならば、保険税額が同一

になるという「保険税水準の完全統一化」を遅くとも令和１７年度までの移行を目標と

しており、千葉県においても「第２期千葉県国民健康保険運営方針（計画期間：令和６年

度～１１年度）」の令和８年度に行う中間見直しにおいて、完全統一の目標年度を明記

することとしました。 

 そこで、本市では、将来、県内統一保険税率になることを見据えて、段階的に税率を引

き上げていくこととし、令和１１年度に千葉県が定める市町村標準保険税率と一致させ

るため、令和６年３月に「木更津市国民健康保険税率改定計画（計画期間：令和６年度～

１１年度）」を策定し、令和６年度から市町村標準保険税率との差を毎年度解消させて

いくよう税率を改定しています。 
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木更津市国民健康保険税率改定計画（令和８年２月改訂） 抜粋 

ケース１：夫 70歳（公的年金収入 250万円）・妻 68歳（公的年金収入 80万円） 

ケース２：夫 40歳（事業所得 300万円）・妻 40歳（収入なし）・子２人（就学児） 

     年 度 

区 分 

Ｒ５ 

税率 

Ｒ６ 

税率 

Ｒ７ 

税率 

Ｒ８ 

標準税率 

Ｒ８ 

税率 

Ｒ９ 

税率 

Ｒ10 

税率 

Ｒ11 

税率 

医
療
分 

所得割率(％) 8.01 8.10 8.10 8.52 8.21 8.32 8.42 8.52 

均等割額(円) 20,000 18,000 20,000 18,336 18,000 18,000 18,000 18,000 

平等割額(円) 24,000 22,000 24,000 22,266 22,000 22,000 22,000 22,000 

支
援
金
分 

所得割率(％) 1.80 1.99 2.13 2.71 2.28 2.43 2.57 2.71 

均等割額(円) 10,000 11,000 12,000 15,221 13,000 14,000 15,000 15,000 

介
護
分 

所得割率(％) 1.10 1.29 1.44 2.12 1.61 1.78 1.95 2.12 

均等割額(円) 10,000 12,000 14,000 19,088 16,000 17,000 18,000 19,000 

税
額 

ケース１ 162,200 161,800 169,500 180,300 168,900 173,000 176,900 179,200 

ケース２ 444,200 454,300 479,800 537,600 488,700 505,900 522,400 534,900 

 

 令和８年度の税率は、計画の最終年度である令和１１年度までに４年度あるため、千

葉県が策定する市町村標準保険税率との差をそれぞれ４分の１ずつ近づけるよう税率を

改定します。 

 なお、令和９年度以降の改定については、市町村標準保険税率が毎年改定されるため、

その改定を加味したうえで残りの年度で割って税率を決定することとします。 

 

４．税率改定による影響 

【令和８年度現年分の調定額及び収納額の見込】 

区   分 調定見込額 収納見込額 

現   行 24億 806万円 22億4,817万円 

改 定 案 24億2,774万円 22億6,595万円 

差   額 1,968万円 増額 1,778万円 増額 

収納率：医療分…93.6％、支援金分…93.4％、介護分…90.8％ 
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【１世帯あたり、１人あたりの調定見込額】 

区   分 １世帯あたり調定見込額 １人あたり調定見込額 

現   行 170,793円 126,480円 

改 定 案 173,777円 129,085円 

差   額 2,984円 増額 2,605円 増額 

世 帯 数：15,399世帯（うち、介護保険第２号被保険者がいる世帯数：6,676世帯） 

被保険者数：21,457人 （うち、介護保険第２号被保険者数：7,663人） 

世帯数及び被保険者数：木更津市推計値 
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木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の議決結果について 

 

１．委員会審査日   令和８年４月２２日（教育民生常任委員会） 

２．審 査 結 果   原案承認 

３．議 決 日   令和８年４月２２日（臨時会） 

４．議 決 結 果   原案承認 

５．条例改正の内容  令和８年４月市議会臨時会教育民生常任委員会補足資料のとおり 

６．委員会の主な質疑応答 

№ 質  問 回  答 

１ 

 本市が千葉県に納める子ども・子育て

支援事業費納付金は、どのように納付金

の額が決まるのか。 

 子ども・子育て支援事業費納付金は、

各医療保険者が国に納めることとなりま

すが、令和８年度は全体で６千億円とな

っています。この金額を各保険者で按分

し、全国の国民健康保険が納める割合は

約２３％(約３千億円)となっています。 

 これを被保険者数や被保険者の所得総

額で按分されることとなり、本市が納め

る額は約 7,497 万円となります。 
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№ 質  問 回  答 

２ 

 各医療保険者が国に納める子ども・子

育て支援事業費納付金については、令和

８年度が６千億円、令和９年度が８千億

円、令和１０年度が１兆円となることか

ら、年々税率を引き上げていくことにな

ると思われるが、令和９年度と令和１０

年度の見込税率を伺う。 

 令和８年度において、千葉県が定める

本市の市町村標準保険税率は、所得割が

0.28％、均等割が 1,782 円、１８歳以上

均等割が 121 円となっております。 

 令和９年度以降は国に納める事業費納

付金の額が増額となるため税率は引き上

がるものと捉えていますが、千葉県の標

準保険税率の見込税率についてはわかり

かねます。 

 

 

 

 

３ 

 子ども・子育て支援金について、滞納

があった場合どこから原資を持って来る

のか伺う。 

 子ども・子育て支援金を国民健康保険

税として納める金額については、収税対

策室で見込収納率を定めており、93.6％

となっております。 

 保険税の滞納等により不足が生じた場

合は財政調整基金を充当して対応するこ

ととなります。 
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№ 質  問 回  答 

４ 

 子ども・子育て支援納付金制度は、国

の制度である一方、市が国民健康保険税

として徴収するので、被保険者は市が負

担を増やしたと受け止められる可能性が

あることから、これを市としてどのよう

に認識して、市民へ説明するのか伺う。 

 子ども・子育て支援納付金制度につい

て、既に市ホームページで周知し、広報

紙で支援金の納付が始まる旨の記事掲載

を予定しています。 

 また、７月に納税通知書の発送にあた

り、国民健康保険税制度に関するリーフ

レットを封入しています。このリーフレ

ットに子ども・子育て支援金に関する説

明を掲載する予定です。 
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令和８年４月市議会臨時会 教育民生常任委員会 補足資料 

（議案第４５号 専決処分の承認を求めることについて） 

 

１．条例改正の内容 

（１）子ども・子育て支援納付金の創設 

 令和６年６月１２日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、

令和８年度から公的医療保険者（国民健康保険、協会けんぽ等）が保険料と合わせて、子

ども・子育て支援納付金を被保険者から徴収し、国に事業費納付金として納付します。 

 この事業費納付金は、子育てに係る経済的支援の強化、子ども・子育て世帯を対象と

する支援の拡充、児童手当の拡充などの取組の財源として活用されます。 

 子ども・子育て支援納付金の税率については、「木更津市国民健康保険税率改定計画

（令和８年２月改訂）」に基づき設定しました。 

 

 子ども・子育て支援納付金分の税率は、以下のとおりです。 

 ① 所得割額・・・・・・・所得金額の 0.28％ 

 ② 均等割額・・・・・・・１人あたり 1,800円 

 ③ １８歳以上均等割額・・１人あたり 100円 

 

 １８歳以上均等割額とは、１８歳未満の被保険者（１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者）は均等割額を全額軽減するため、その軽減に要する費用

を１８歳以上の被保険者にご負担していただく仕組みとして設定するものです。 

 

 令和８年３月３１日に地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布され、子ども・

子育て支援納付金課税額に係る限度額及び減額制度の創設する規定を追加します。 

 ① 課税限度額（３万円） 

 ② 均等割額及び１８歳以上均等割額に係る７割、５割及び２割軽減 

 ③ 未就学児に係る均等割額の５割軽減 

 ④ 出産被保険者の産前産後期間に係る所得割額、均等割額及び１８歳以上均等割額の減額 

 ⑤ １８歳未満の被保険者に係る均等割額の全額軽減 
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 子ども・子育て支援納付金の保険税額の一例は、以下のとおりです。 

・高齢夫婦世帯 (夫70歳 年金250万円、妻68歳 年金80万円) 年間5,700円 

・夫婦子２人世帯 (夫40歳 事業所得300万円、妻40歳 収入無、小学生２人) 年間10,900円 

 

（２）課税限度額及び軽減判定所得額の引上げ  

 令和８年３月３１日に地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布され、基礎課税

分の限度額の引き上げ、及び国民健康保険税の軽減措置に係る判定基準所得が引き上げ

られたことに伴い、所要の改正を行います。 

 

① 基礎課税額（医療保険分）の限度額を「６６万円」から「６７万円」に引上げ 

限度額到達世帯は 288世帯から 276世帯に減少し、保険税額は 281万8千円増加します。 

単身世帯…所得が 798万円を超えると影響が出て、811万円で１万円の負担増になります。 

４人世帯…所得が 732万円を超えると影響が出て、745万円で１万円の負担増になります。 

→ 高所得者の方に応分のご負担をしていただくため、限度額を引き上げる。 

 

② ５割軽減世帯の判定所得額を被保険者１人につき 

  「３０万５千円」から「３１万円」に引上げ 

③ ２割軽減世帯の判定所得額を被保険者１人につき 

  「５６万円」から「５７万円」に引上げ 

５割軽減世帯…軽減対象世帯は 33世帯増加し、軽減額は 107万円増加します。 

２割軽減世帯…軽減対象世帯は 27世帯増加し、軽減額は 40万2千円増加します。 

→ 消費者物価の上昇等における近年の経済動向を踏まえ、軽減判定所得を引き上げる

ことで、低所得者の保険税負担の軽減を図る。 

 

２．専決処分日 

 令和８年３月３１日 

 

３．施行期日等 

 令和８年４月１日から施行し、改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和

８年度以後の年度分の国民健康保険税から適用します。 
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報告事項２ 

出産育児一時金に対する地方交付税措置の廃止について 

 

１．出産育児一時金とは 

 被保険者が出産したときに、子ども１人につき５０万円が国民健康保険から支

給される制度です。（すべての公的医療保険で実施） 

 

２．地方交付税措置について 

 出産育児一時金については、国民健康保険法に基づく法定給付のため、国民健康

保険の財源構成上、財政が脆弱な市町村を支援するために、一般会計から国民健康

保険特別会計への繰り入れを認め、その相当額（約３分の２）は地方交付税による

措置が講じられていました。 

 

３．令和８年度の見直しについて 

 出産育児一時金に係る費用の一部を全世代で負担する仕組みが全面導入したこ

とに伴い、地方交付税措置が廃止となりました。 

 ① 被用者保険     → 被保険者保険料、事業主負担 

 ② 国民健康保険    → 加入世帯保険税 

 ③ 後期高齢者医療制度 → 出産育児交付金（※１） 

 

 (※１)出産育児交付金とは 

   後期高齢者医療制度が、出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組み

を導入し、現行の後期高齢者医療の保険料負担に応じて、後期高齢者医療制度

の支援割合を対象額の７％（※２）と設定しました。 

 (※２)「７％」の考え方 

   後期高齢者医療制度の財源のうち保険料が７％を占めていることに対応し

た負担割合に基づくものです。令和６年度及び令和７年度は激変緩和措置によ

り３．５％（７％の２分の１）としました。 
 

４．出産育児一時金の財源構成 

 【令和７年度】 

   一般会計繰入 ：約３分の２（６７％） 

   出産育児交付金：７％×２分の１ （３．５％） 

   保険税    ：１００％－６７％－３．５％（２９．５％） 

 

 【令和８年度】 

   出産育児交付金： ７％ 

   保険税    ：９３％ 

 

 ⇒国の制度改正により一般会計繰入の必要性がなくなり、財源構成は適正化される一方

で、出産育児一時金の財源を主に保険税で負担することとなるため、保険税負担は増

加することとなります。 

 

５．本市の対応 

 令和８年度当初予算編成後に地方交付税措置の廃止が決定したことから、国の

制度改正を踏まえ、６月補正予算において一般会計繰入分の減額を計上し、当該

予算については６月市議会定例会において審議されます。 
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報告事項３ 

第３期データヘルス計画の進捗状況及び令和７年度評価結果について 

 

１．事業実績について 

 保健事業は、第３期データヘルス計画、第４期特定健康診査等実施計画に基づいて実施

しています。⑴～⑹の保健事業は、国が都道府県及び市町村に交付する「保険者努力支援

制度交付金」の評価・採点指標項目になっています。毎年、その実績により配点され、交

付金が配分されます。 

 本市は、⑶～⑹の項目については、毎年満点を獲得しています。 

 

 （１）特定健康診査の実施状況（法定報告値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）特定保健指導の実施状況（法定報告値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）生活習慣病重症化予防保健指導の実績 

 

 

 

 

 

 

 

※令和7年度は令和8年4月時点の途中経過値です。確定値は令和8年11月に公表されます。

※全国同規模順位結果に連動しての増額・減額交付金となっています。

全国同規模順位(99) 25位 24位 22位 27位 ―

全国同規模平均受診率 36.9% 38.7% 39.2% 39.8% 36.8%

千葉県平均受診率 36.5% 38.2% 38.8% 39.2% 33.5%

県内順位(54) 13位 16位 18位 23位 １７位

受診率 42.9% 43.4% 43.5% 43.0% 40.3%

受診者数 8,157 7,705 7,316 6,805 6,283

対象者数 19,008 17,765 16,824 15,804 16,586

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和６年度 令和7年度

※令和7年度は令和8年4月時点の途中経過値です。確定値は令和8年11月に公表されます。

※全国同規模順位結果に連動しての増額・減額交付金となっています。

全国同規模平均受診率 27.5% 28.7% 29.6% 29.8%

千葉県平均受診率 19.4% 24.3% 23.2% 24.6%

全国同規模順位(99) 34位 32位 31位 43位 ―

県内順位(54) 16位 15位 15位 23位 ―

実施率 33.7% 37.5% 36.1% 31.6% 50.7%

終了者数 281 277 251 198 294

対象者数 835 739 695 626 580

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度

各ガイドラインに基づき重症化予防対象者の基準を決め、保健指導を実施しています。

保健指導実施率 86.1% 76.7% 81.5% 85.1% 100%

保健指導実施数 93 125 167 160 161

対象者数 108 163 205 188 161

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度
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 （４）慢性腎臓病、糖尿病重症化予防（腎臓病地域連携パス）の実績 

 

 

 

 

 

 

 （５）慢性腎臓病、糖尿病重症化予防保健指導の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）君津木更津薬剤師会と協働して行う重複・多剤服薬者への服薬指導の実績 

 

 

 

 

 

 

２．第３期データヘルス計画の中間評価について 

 計画の進捗管理と評価をします。千葉県国民健康保険団体連合会の「保健事業支援・評価

委員会」を活用し、学識者、有識者の助言を得て評価とします。 

 公表は、令和９年３月を予定しています。 

 

慢性腎臓病予防連携委員会の定める基準にて交付、運用をしています。

交付数 1,065 910 904 844 749

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千葉県糖尿病性腎症プログラム等に基づいて実施しています。

保健指導実施率 86.1% 76.7% 81.5% 89.6% 100%

保健指導実施数 93 125 167 240 239

対象者数 108 163 205 268 239

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度

服薬指導者数 27 18 36 23 20

区　　分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和7年度
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,
5
1
6
千
円

8
2
,
5
0
7
千
円

2
7

1
,
7
0
5
,
9
0
0
千
円

1
,
7
1
6
,
1
1
9
千
円

△
1
0
,
2
1
9
千
円

1
,
0
8
8
,
2
1
7
千
円

1
,
1
3
6
,
7
2
0
千
円

△
4
8
,
5
0
3
千
円

6
0
3
,
2
5
8
千
円

5
6
8
,
7
5
2
千
円

3
4
,
5
0
6
千
円

8
2
8
,
2
0
2
千
円

8
3
2
,
9
4
5
千
円

△
4
,
7
4
3
千
円

2
8

5
4
4
,
7
4
5
千
円

5
1
4
,
2
9
2
千
円

3
0
,
4
5
3
千
円

3
3
3
,
4
1
8
千
円

3
2
3
,
3
1
7
千
円

1
0
,
1
0
1
千
円

2
0
5
,
3
6
6
千
円

1
9
4
,
3
0
8
千
円

1
1
,
0
5
8
千
円

3
0
1
,
4
3
1
千
円

2
9
9
,
6
9
7
千
円

1
,
7
3
4
千
円

2
9

1
9
1
,
1
5
9
千
円

1
6
0
,
1
2
6
千
円

3
1
,
0
3
3
千
円

1
0
4
,
9
5
2
千
円

9
9
,
1
2
4
千
円

5
,
8
2
8
千
円

7
3
,
5
4
3
千
円

7
5
,
8
0
7
千
円

△
2
,
2
6
4
千
円

1
0
9
,
9
3
1
千
円

1
0
3
,
8
5
1
千
円

6
,
0
8
0
千
円

3
0

6
7
,
1
2
0
千
円

0
千
円

6
7
,
1
2
0
千
円

4
4
,
6
1
5
千
円

0
千
円

4
4
,
6
1
5
千
円

2
5
,
4
7
9
千
円

0
千
円

2
5
,
4
7
9
千
円

3
1
,
1
6
4
千
円

0
千
円

3
1
,
1
6
4
千
円

3
1

2
,
5
0
8
,
9
2
4
千
円

2
,
3
9
0
,
5
3
7
千
円

1
1
8
,
3
8
7
千
円

1
,
5
7
1
,
2
0
2
千
円

1
,
5
5
9
,
1
6
1
千
円

1
2
,
0
4
1
千
円

9
0
7
,
6
4
6
千
円

8
3
8
,
8
6
7
千
円

6
8
,
7
7
9
千
円

1
,
2
7
0
,
7
2
8
千
円

1
,
2
3
6
,
4
9
3
千
円

3
4
,
2
3
5
千
円

3
2

7
9
,
5
0
3
円

7
7
,
1
3
2
円

2
,
3
7
1
円

7
5
,
8
0
2
円

7
5
,
0
7
6
円

7
2
6
円

7
7
,
1
1
3
円

6
8
,
7
0
6
円

8
,
4
0
7
円

8
0
,
4
0
8
円

7
6
,
7
0
5
円

3
,
7
0
3
円

3
3

2
5
,
3
8
8
円

2
3
,
1
1
5
円

2
,
2
7
3
円

2
3
,
2
2
5
円

2
1
,
3
5
4
円

1
,
8
7
1
円

2
6
,
2
5
2
円

2
3
,
4
7
3
円

2
,
7
7
9
円

2
9
,
2
6
5
円

2
7
,
5
9
9
円

1
,
6
6
6
円

3
4

2
4
,
9
4
6
円

2
1
,
5
5
7
円

3
,
3
8
9
円

2
3
,
0
7
1
円

2
1
,
6
5
2
円

1
,
4
1
9
円

2
7
,
6
1
7
円

2
7
,
3
8
7
円

2
3
0
円

3
1
,
9
4
7
円

3
0
,
1
0
2
円

1
,
8
4
5
円

3
5

3
,
4
1
6
円

0
円

3
,
4
1
6
円

3
,
3
2
9
円

0
千
円

3
,
3
2
9
円

3
,
4
2
7
円

0
円

3
,
4
2
7
円

3
,
2
3
0
円

0
円

3
,
2
3
0
円

3
6

1
3
3
,
2
5
3
円

1
2
1
,
8
0
4
円

1
1
,
4
4
9
円

1
2
5
,
4
2
7
円

1
1
8
,
0
8
2
円

7
,
3
4
5
円

1
3
4
,
4
0
9
円

1
1
9
,
5
6
6
円

1
4
,
8
4
3
円

1
4
4
,
8
5
0
円

1
3
4
,
4
0
6
円

1
0
,
4
4
4
円

3
7

1
1
0
,
7
8
0
円

1
0
9
,
0
7
8
円

1
,
7
0
2
円

1
0
7
,
1
0
8
円

1
0
8
,
3
4
2
円

△
1
,
2
3
4
円

1
1
5
,
0
1
6
円

1
0
4
,
0
5
3
円

1
0
,
9
6
3
円

1
1
3
,
6
8
6
円

1
1
0
,
5
2
9
円

3
,
1
5
7
円

3
8

3
5
,
3
7
5
円

3
2
,
6
8
9
円

2
,
6
8
6
円

3
2
,
8
1
7
円

3
0
,
8
1
6
円

2
,
0
0
1
円

3
9
,
1
5
5
円

3
5
,
5
4
8
円

3
,
6
0
7
円

4
1
,
3
7
7
円

3
9
,
7
6
9
円

1
,
6
0
8
円

3
9

1
2
,
4
1
4
円

1
0
,
1
7
8
円

2
,
2
3
6
円

1
0
,
3
3
0
円

9
,
4
4
8
円

8
8
2
円

1
4
,
0
2
2
円

1
3
,
8
6
9
円

1
5
3
円

1
5
,
0
9
0
円

1
3
,
7
8
1
円

1
,
3
0
9
円

4
0

4
,
3
5
9
円

0
円

4
,
3
5
9
円

4
,
3
9
1
円

0
千
円

4
,
3
9
1
円

4
,
8
5
8
円

0
円

4
,
8
5
8
円

4
,
2
7
8
円

0
円

4
,
2
7
8
円

4
1

1
6
2
,
9
2
8
円

1
5
1
,
9
4
5
円

1
0
,
9
8
3
円

1
5
4
,
6
4
6
円

1
4
8
,
6
0
6
円

6
,
0
4
0
円

1
7
3
,
0
5
1
円

1
5
3
,
4
7
0
円

1
9
,
5
8
1
円

1
7
4
,
4
3
1
円

1
6
4
,
0
7
9
円

1
0
,
3
5
2
円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

う
ち
1
8
歳
以
上

介
護
納
付
金
分

小
　
計

一 人 あ た り 調 定 額

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

小
　
計

一 世 帯 あ た り 調 定 額

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

小
　
計

事 業 費 納 付 金

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

合
　
　
計

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

国 民 健 康 保 険 税 の 状 況

調 定 額

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

項
　
目

加 入 状 況

世
　
帯
　
数

被
保
険
者
数

う
ち
4
0
～
6
4
歳

１
人
あ
た
り
の
保
険
給
付
費

１
人
あ
た
り
の
療
養
給
付
費

出
産
育
児
一
時
金
（
１
件
あ
た
り
）

葬
祭
費
（
１
件
あ
た
り
）

繰 入 金 等 の 状 況

一 般 会 計 繰 入

計

市
　
名

木
更
津
市

君
津
市

富
津
市

袖
ケ
浦
市

項
番
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２
．
国
民
健
康
保
険
税
率
及
び
軽
減
判
定
所
得
の
改
定
状
況

(
限
度
額
・
軽
減
判
定
所
得
は
政
令
改
正
に
合
わ
せ
て
の
改
正
)

年
　
度

所
得
割

資
産
割

均
等
割

平
等
割

限
度
額

所
得
割

均
等
割

限
度
額

所
得
割

均
等
割

限
度
額

所
得
割

均
等
割

1
8
歳
以
上

均
等
割

限
度
額

６
割
軽
減

４
割
軽
減

―

2
0
0
7
年
度

時
点

7
.
8
0
%

2
6
.
0
0
%

2
2
,
0
0
0

2
6
,
0
0
0

5
6
0
,
0
0
0

―
―

―
1
.
0
0
%

9
,
0
0
0

9
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

―

2
0
0
8
年
度

(
H
2
0
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

4
7
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

9
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

―

2
0
0
9
年
度

(
H
2
1
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

4
7
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

―

７
割
軽
減

５
割
軽
減

２
割
軽
減

2
0
1
0
年
度

(
H
2
2
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
3
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

3
3
万
円
＋

(
3
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
1
年
度

(
H
2
3
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
1
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

3
3
万
円
＋

(
3
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
2
年
度

(
H
2
4
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
1
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

3
3
万
円
＋

(
3
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
3
年
度

(
H
2
5
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
1
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
2
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

｛
2
4
.
5
万
円
×
(
被
保
険
者
数
－
世
帯
主
)
｝
以
下

3
3
万
円
＋

(
3
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
4
年
度

(
H
2
6
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
1
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
4
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
4
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
4
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
5
年
度

(
H
2
7
年
度
)

7
.
0
0
%

2
4
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
2
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
6
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
4
7
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
6
年
度

(
H
2
8
年
度
)

7
.
3
2
%

1
6
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
4
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
6
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
4
8
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
7
年
度

(
H
2
9
年
度
)

7
.
6
6
%

8
.
0
0
%

2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
4
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
7
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
4
9
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
8
年
度

(
H
3
0
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

5
8
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
7
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
5
0
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
1
9
年
度

(
R
1
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
1
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
8
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
5
1
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
2
0
年
度

(
R
2
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
3
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

3
3
万
円
以
下

3
3
万
円
＋

(
2
8
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

3
3
万
円
＋

(
5
2
万
円
×
被
保
険
者
数
)
以
下

2
0
2
1
年
度

(
R
3
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
3
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

1
9
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
2
8
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
2
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

2
0
2
2
年
度

(
R
4
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
5
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

2
0
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
2
8
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
2
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

2
0
2
3
年
度

(
R
5
年
度
)

8
.
0
1
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
5
0
,
0
0
0

1
.
8
0
%

1
0
,
0
0
0

2
2
0
,
0
0
0

1
.
1
0
%

1
0
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
2
9
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
3
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

2
0
2
4
年
度

(
R
6
年
度
)

8
.
1
0
%

―
1
8
,
0
0
0

2
2
,
0
0
0

6
5
0
,
0
0
0

1
.
9
9
%

1
1
,
0
0
0

2
4
0
,
0
0
0

1
.
2
9
%

1
2
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
2
9
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
4
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

2
0
2
5
年
度

(
R
7
年
度
)

8
.
1
0
%

―
2
0
,
0
0
0

2
4
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

2
.
1
3
%

1
2
,
0
0
0

2
6
0
,
0
0
0

1
.
4
4
%

1
4
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
3
0
.
5
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
6
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

2
0
2
6
年
度

(
R
8
年
度
)

8
.
2
1
%

―
1
8
,
0
0
0

2
2
,
0
0
0

6
7
0
,
0
0
0

2
.
2
8
%

1
3
,
0
0
0

2
6
0
,
0
0
0

1
.
6
1
%

1
6
,
0
0
0

1
7
0
,
0
0
0

0
.
2
8
%

1
,
8
0
0

1
0
0

3
0
,
0
0
0
4
3
万
円
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
3
1
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

4
3
万
円
＋

(
5
7
万
円
×
被
保
険
者
数
)
＋

1
0
万
円
×
(
給
与
所
得
者
等
の
数
－
1
)
以
下

軽
減
判
定
所
得

(
低
所
得
世
帯
の
均
等
割
・
平
等
割
を
軽
減
)

介
護
保
険
分

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分

税
　
　
　
率
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３．君津４市国民健康保険税率改定状況

所得割 均等割 平等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 均等割 限度額 所得割 均等割
18歳以上
均等割

限度額

2019
(R1)

8.01% 20,000 24,000 610,000 1.80% 10,000 190,000 1.10% 10,000 160,000

2020
(R2)

8.01% 20,000 24,000 630,000 1.80% 10,000 190,000 1.10% 10,000 170,000

2021
(R3)

8.01% 20,000 24,000 630,000 1.80% 10,000 190,000 1.10% 10,000 170,000

2022
(R4)

8.01% 20,000 24,000 650,000 1.80% 10,000 200,000 1.10% 10,000 170,000

2023
(R5)

8.01% 20,000 24,000 650,000 1.80% 10,000 220,000 1.10% 10,000 170,000

2024
(R6)

8.10% 18,000 22,000 650,000 1.99% 11,000 240,000 1.29% 12,000 170,000

2025
(R7)

8.10% 20,000 24,000 660,000 2.13% 12,000 260,000 1.44% 14,000 170,000

2026
(R8)

8.21% 18,000 22,000 670,000 2.28% 13,000 260,000 1.61% 16,000 170,000 0.28% 1,800 100 30,000

2019
(R1)

7.30% 20,000 24,000 610,000 1.80% 10,000 190,000 1.80% 9,900 160,000

2020
(R2)

7.30% 20,000 24,000 630,000 1.80% 10,000 190,000 1.80% 9,900 170,000

2021
(R3)

7.30% 20,000 24,000 630,000 1.80% 10,000 190,000 1.80% 9,900 170,000

2022
(R4)

7.30% 20,000 24,000 650,000 1.80% 10,000 200,000 1.80% 9,900 170,000

2023
(R5)

7.30% 20,000 24,000 650,000 1.80% 10,000 220,000 1.80% 9,900 170,000

2024
(R6)

7.30% 20,000 24,000 650,000 1.80% 10,000 240,000 1.80% 9,900 170,000

2025
(R7)

7.43% 21,000 25,000 660,000 1.98% 12,000 260,000 1.94% 10,000 170,000

2026
(R8)

7.47% 21,000 25,000 670,000 2.12% 13,000 260,000 2.17% 11,000 170,000 0.26% 1,800 100 30,000

2019
(R1)

6.60% 36,000 － 610,000 2.20% 8,000 190,000 2.00% 8,000 160,000

2020
(R2)

6.60% 36,000 － 630,000 2.20% 8,000 190,000 2.00% 8,000 170,000

2021
(R3)

6.60% 36,000 － 630,000 2.20% 8,000 190,000 2.00% 8,000 170,000

2022
(R4)

6.60% 36,000 － 650,000 2.20% 8,000 200,000 2.00% 8,000 170,000

2023
(R5)

6.90% 39,000 － 650,000 2.40% 13,000 220,000 2.40% 14,000 170,000

2024
(R6)

6.90% 39,000 － 650,000 2.40% 13,000 240,000 2.40% 14,000 170,000

2025
(R7)

6.90% 39,000 － 660,000 2.40% 13,000 260,000 2.40% 14,000 170,000

2026
(R8)

7.40% 41,000 － 670,000 2.50% 13,800 260,000 2.40% 13,700 170,000 0.29% 1,700 100 30,000

2019
(R1)

6.40% 18,000 22,000 610,000 1.70% 10,500 190,000 1.20% 12,500 160,000

2020
(R2)

6.40% 18,000 22,000 630,000 1.70% 10,500 190,000 1.20% 12,500 170,000

2021
(R3)

6.40% 18,000 22,000 630,000 1.70% 10,500 190,000 1.20% 12,500 170,000

2022
(R4)

6.90% 18,000 22,000 650,000 1.95% 10,500 200,000 1.60% 12,500 170,000

2023
(R5)

6.90% 18,000 22,000 650,000 1.95% 10,500 220,000 1.60% 12,500 170,000

2024
(R6)

7.50% 20,000 24,000 650,000 2.60% 14,000 240,000 2.40% 16,000 170,000

2025
(R7)

7.50% 20,000 24,000 660,000 2.60% 14,000 260,000 2.40% 16,000 170,000

2026
(R8)

7.50% 20,000 24,000 670,000 2.60% 14,000 260,000 2.40% 16,000 170,000 0.25% 1,800 100 30,000

※袖ケ浦市は、令和８年６月市議会にて税率改定及び限度額引上げを提案予定

子ども・子育て支援納付金分

木
更
津
市

君
津
市

富
津
市

袖
ケ
浦
市

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
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４
．

調
定

額
と

繰
入

金
の
状
況

年
間

平
均

年
間

平
均

現
年

課
税

１
世

帯
あ

た
り

１
人
あ
た
り

年
度

区
分

世
帯

数
被

保
険

者
数

調
定

額
調

定
額

調
定
額

繰
入
額

１
世
帯
あ
た
り

１
人
あ
た
り

(
※

１
)

(
※

１
)

(
R
4
.
4
～
)

(
R
6
.
1
～
)

世
帯

人
千

円
円

円
千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

円
円

千
円

一
般

－
3
0
,
5
5
2

2
,
9
8
1
,
7
7
7

－
9
7
,
5
9
7

退
職

－
1
6
1

1
5
,
4
4
2

－
9
5
,
9
1
3

計
1
9
,
7
0
5

3
0
,
7
1
3

2
,
9
9
7
,
2
1
9

1
5
2
,
1
0
4

9
7
,
5
8
8

0
6
0
6
,
4
7
9

－
－

2
2
8
,
3
8
2

2
9
,
2
0
5

3
4
,
6
7
7

8
9
8
,
7
4
3

2
0
5
,
0
8
4

1
0
,
4
0
8

6
,
6
7
7
1
,
1
0
3
,
8
2
7

一
般

－
2
9
,
0
9
5

2
,
8
4
7
,
1
3
0

－
9
7
,
8
5
6

退
職

－
2
6

2
,
3
1
7

－
8
9
,
1
1
5

計
1
9
,
0
4
3

2
9
,
1
2
1

2
,
8
4
9
,
4
4
7

1
4
9
,
6
3
2

9
7
,
8
4
9

0
5
9
4
,
8
2
3

－
－

2
1
8
,
9
0
7

1
9
,
5
9
8

3
7
,
5
1
7

8
7
0
,
8
4
5

4
,
6
1
6

2
4
2

1
5
9

8
7
5
,
4
6
1

一
般

－
2
8
,
1
7
6

2
,
7
4
4
,
0
7
9

－
9
7
,
3
9
1

退
職

－
2

8
0

－
4
0
,
0
0
0

計
1
8
,
6
6
0

2
8
,
1
7
8

2
,
7
4
4
,
1
5
9

1
4
7
,
0
6
1

9
7
,
3
8
7

0
5
8
4
,
0
8
5

－
－

2
1
2
,
5
6
6

1
9
,
3
0
6

3
9
,
2
4
5

8
5
5
,
2
0
2

0
0

0
8
5
5
,
2
0
2

一
般

－
2
7
,
3
9
2

2
,
6
9
9
,
1
7
9

－
9
8
,
5
3
9

退
職

－
1

4
9

－
4
9
,
0
0
0

計
1
8
,
3
0
7

2
7
,
3
9
3

2
,
6
9
9
,
2
2
8

1
4
7
,
4
4
2

9
8
,
5
3
7

0
5
8
2
,
1
5
9

－
－

2
0
8
,
7
9
9

2
1
,
8
3
2

3
9
,
3
4
0

8
5
2
,
1
3
0

0
0

0
8
5
2
,
1
3
0

一
般

－
2
6
,
1
9
2

2
,
7
1
0
,
2
3
0

－
1
0
3
,
4
7
5

退
職

－
0

0
－

－

計
1
7
,
7
5
4

2
6
,
1
9
2

2
,
7
1
0
,
2
3
0

1
5
2
,
6
5
5

1
0
3
,
4
7
5

0
5
8
3
,
5
7
5

5
,
0
9
4

－
1
9
9
,
6
4
3

1
8
,
2
0
0

3
8
,
7
7
9

8
4
5
,
2
9
1

0
0

0
8
4
5
,
2
9
1

一
般

－
2
4
,
6
1
2

2
,
4
4
5
,
8
4
6

－
9
9
,
3
7
6

退
職

－
0

0
－

－

計
1
6
,
9
2
1

2
4
,
6
1
2

2
,
4
4
5
,
8
4
6

1
4
4
,
5
4
5

9
9
,
3
7
6

0
5
6
3
,
6
0
5

5
,
0
9
4

1
8
8

2
1
7
,
5
9
0

1
6
,
2
5
7

3
7
,
7
0
6

8
4
0
,
4
4
0

2
9
5
,
6
9
5

1
7
,
4
7
5

1
2
,
0
1
4
1
,
1
3
6
,
1
3
5

一
般

－
2
3
,
3
9
7

2
,
4
4
7
,
4
8
7

－
1
0
4
,
6
0
7

退
職

－
0

0
－

－

計
1
6
,
3
2
0

2
3
,
3
9
7

2
,
4
4
7
,
4
8
7

1
4
9
,
9
6
9

1
0
4
,
6
0
7

0
5
3
0
,
7
7
5

4
,
6
6
1

1
,
9
4
5

2
0
1
,
0
1
1

2
4
,
6
3
4

3
8
,
0
4
2

8
0
1
,
0
6
8

1
7
6
,
8
4
4

1
0
,
8
3
6

7
,
5
5
8

9
7
7
,
9
1
2

1
5
,
8
7
5

2
2
,
4
6
2

2
,
5
4
3
,
0
3
5

1
6
0
,
1
9
1

1
1
3
,
2
1
5

0
5
6
1
,
7
3
1

4
,
8
1
5

1
,
2
8
6

2
0
4
,
0
1
0

1
6
,
0
5
6

3
4
,
4
2
6

8
2
2
,
3
2
4

1
1
7
,
8
0
6

7
,
4
2
1

5
,
2
4
5

9
4
0
,
1
3
0

1
5
,
3
9
9

2
1
,
4
5
7

2
,
5
0
8
,
9
2
4

1
6
2
,
9
2
8

1
1
6
,
9
2
8

0
5
6
1
,
7
3
2

4
,
8
1
6

1
,
2
8
6

2
4
5
,
6
4
1

0
3
4
,
4
2
6

8
4
7
,
9
0
1

1
4
5
,
0
2
8

9
,
4
1
8

6
,
7
5
9

9
9
2
,
9
2
9

※
２

　
令

和
７

年
度

は
令

和
８

年
３

月
３

１
日

時
点

の
各

数
値

、
令
和
８
年
度
は
当
初
予
算
額
と
し
て
い
る
。

※
３

　
令

和
６

年
度

を
も

っ
て

退
職

者
医

療
制

度
が

廃
止

さ
れ

た
た
め
、
令
和
７
年
度
か
ら
退
職
者
医
療
制
度
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
を
廃
止
し
た
。

○
財
政
調
整

基
金

の
状

況

※
４

　
令

和
８
年

度
は

当
初

予
算

額
を

計
上

し
て

い
る

。

1
6
4
,
1
8
2
,
0
7
5

令
和
８
年
度

(
※
４
)

3
0
9
,
2
1
0
,
0
7
5 0

1
4
5
,
0
2
8
,
0
0
0

△
 
1
4
5
,
0
2
8
,
0
0
0

Ｒ
７

決
算

見
込

(
※

２
・

※
３

)

令 和 ６ 年 度

年
度
末

取
崩
額

積
立
額

増
減
額

令
和

元
年

度

0

1
7
9
,
6
0
9
,
3
2
7

9
3
,
4
8
3
,
5
5
6

8
5
,
4
8
9
,
3
9
2

4
,
6
1
6
,
0
0
0

9
4
,
1
1
9
,
9
3
5

9
4
,
1
1
9
,
9
3
5

6
3
6
,
3
7
9

令
和
３
年
度

1
7
9
,
6
0
9
,
3
2
7

1
9
1
,
4
5
8
,
7
4
4

8
5
,
4
8
9
,
3
9
2

9
8
,
0
9
9
,
5
5
6

3
7
1
,
0
6
8
,
0
7
1

財
政
調
整
基
金
繰
入
金

一
般
会
計
繰
入
金

一
般
会
計

(法
定

外
繰

入
)

保
険
基
盤

未
就
学
児

均
等
割
軽
減

産
前

産
後

軽
減

職
員

給
与

費
等

令
和
５
年
度

5
5
5
,
9
0
8
,
6
7
2

小
　
計

出
産
育
児
諸
費

財
政

安
定

化
支

援
事

業

0
2
9
5
,
6
9
5
,
0
0
0

△
 
7
3
,
1
3
6
,
5
5
4

5
5
5
,
9
0
8
,
6
7
2

2
2
2
,
5
5
8
,
4
4
6

繰
入
金

合
　
計

令 和 ５ 年 度

0

Ｒ
８

予
算

(
※

２
・

※
３

)

初
残
高

年
度

平 成 3 0 年 度

令
和
４
年
度

令
和

２
年

度

※
１

　
年

間
平

均
世

帯
数

及
び

年
間

平
均

被
保

険
者

数
は

、
各

年
３
月
か
ら
翌
２
月
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
事
業
月
報
よ
り
算
出
し
て
い
る
。

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

調
　

定
　

額

1
8
4
,
8
4
0
,
6
0
1

3
7
1
,
0
6
8
,
0
7
1

4
0
8
,
3
0
7
,
7
6
1

令
和
７
年
度

4
0
8
,
3
0
7
,
7
6
1

1
8
,
7
0
8
,
3
1
4

1
1
7
,
8
0
6
,
0
0
0

△
 
9
9
,
0
9
7
,
6
8
6

3
0
9
,
2
1
0
,
0
7
5

令
和
６
年
度

4
8
2
,
7
7
2
,
1
1
8

1
0
2
,
3
7
9
,
6
4
3

1
7
6
,
8
4
4
,
0
0
0

△
 
7
4
,
4
6
4
,
3
5
7

1
9
1
,
4
5
8
,
7
4
4

4
8
2
,
7
7
2
,
1
1
8

1
8
4
,
8
4
0
,
6
0
1
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５
．
年
度
別
給
付
額
等
一
覧
表
　

単
位
：
千
円

金
　
額

前
年
比

金
　
額

前
年
比

金
　
額

前
年
比

金
　
額

前
年
比

金
　
額

前
年
比

平
成
３
０
年
度

7
,
6
5
7
,
1
7
2

－
4
9
,
4
4
3

－
1
,
0
2
8
,
8
4
9

－
1
,
3
5
9

－
8
,
7
3
6
,
8
2
3

－

令
和
元
年
度

7
,
4
9
5
,
8
0
7

9
7
.
8
9
%

5
5
,
6
1
7

1
1
2
.
4
9
%

1
,
0
3
8
,
3
4
2

1
0
0
.
9
2
%

1
,
7
5
9

1
2
9
.
4
3
%

8
,
5
9
1
,
5
2
5

9
8
.
3
4
%

令
和
２
年
度

7
,
2
8
4
,
9
3
2

9
7
.
1
9
%

5
1
,
3
2
2

9
2
.
2
8
%

1
,
0
5
1
,
4
7
7

1
0
1
.
2
6
%

1
,
6
8
2

9
5
.
6
2
%

8
,
3
8
9
,
4
1
3

9
7
.
6
5
%

令
和
３
年
度

7
,
5
0
3
,
7
1
9

1
0
3
.
0
0
%

4
5
,
2
1
0

8
8
.
0
9
%

1
,
0
9
0
,
4
2
9

1
0
3
.
7
0
%

1
,
2
5
0

7
4
.
3
2
%

8
,
6
4
0
,
6
0
8

1
0
2
.
9
9
%

令
和
４
年
度

7
,
2
8
2
,
5
0
8

9
7
.
0
5
%

4
7
,
3
1
6

1
0
4
.
6
6
%

1
,
0
5
7
,
6
4
0

9
6
.
9
9
%

1
,
9
3
6

1
5
4
.
8
8
%

8
,
3
8
9
,
4
0
0

9
7
.
0
9
%

令
和
５
年
度

7
,
0
1
0
,
5
7
4

9
6
.
2
7
%

5
4
,
2
4
1

1
1
4
.
6
4
%

1
,
0
3
8
,
3
9
1

9
8
.
1
8
%

1
,
7
2
0

8
8
.
8
4
%

8
,
1
0
4
,
9
2
6

9
6
.
6
1
%

令
和
６
年
度

6
,
6
9
5
,
6
8
5

9
5
.
5
1
%

4
7
,
6
2
9

8
7
.
8
1
%

1
,
0
0
6
,
9
4
1

9
6
.
9
7
%

1
,
7
4
2

1
0
1
.
2
8
%

7
,
7
5
1
,
9
9
7

9
5
.
6
5
%

令
和
７
年
度

（
決
算
見
込
）

6
,
7
1
6
,
1
5
9

1
0
0
.
3
1
%

5
1
,
6
2
4

1
0
8
.
3
9
%

1
,
0
3
4
,
8
7
2

1
0
2
.
7
7
%

1
,
8
2
8

1
0
4
.
9
4
%

7
,
8
0
4
,
4
8
3

1
0
0
.
6
8
%

令
和
８
年
度

（
当
初
予
算
）

6
,
4
6
9
,
6
9
2

9
6
.
3
3
%

5
1
,
0
0
0

9
8
.
7
9
%

9
9
9
,
0
0
0

9
6
.
5
3
%

2
,
0
0
0

1
0
9
.
4
1
%

7
,
5
2
1
,
6
9
2

9
6
.
3
8
%

合
計

年
　
度

療
養
給
付
費

保
険
者
負
担
金

療
養
費

保
険
者
負
担
金

高
額
療
養
費

保
険
者
負
担
金

高
額
介
護
合
算
療
養
費

保
険
者
負
担
金
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６
．
課
税
所
得
金
額
及
び
課
税
総
額
の
推
移

（
単
位
：
千
円
）

合
計

課
税
所
得
金
額

課
税
総
額

課
税
所
得
金
額

課
税
総
額

課
税
所
得
金
額

課
税
総
額

課
税
総
額

平
成
３
０
年
度

30
,0

69
,9

16
2,
24
7,
37
6

30
,0
69
,9
16

56
9,
65
0

1
2
,
1
7
2
,
3
7
8

1
5
5
,
5
9
2

2
,
9
7
2
,
6
1
8

令
和
元
年
度

28
,7

75
,3

39
2,
13
7,
68
4

28
,7
75
,3
39

53
7,
03
5

1
1
,
6
3
4
,
2
2
0

1
4
5
,
7
9
3

2
,
8
2
0
,
5
1
2

令
和
２
年
度

28
,0

46
,0

13
2,
06
9,
27
3

28
,0
46
,0
13

51
6,
59
3

1
1
,
2
4
3
,
3
7
2

1
3
9
,
0
6
5

2
,
7
2
4
,
9
3
1

令
和
３
年
度

28
,5

18
,4

76
2,
03
6,
77
4

28
,5
18
,4
76

50
8,
75
9

1
0
,
9
3
0
,
4
0
3

1
3
5
,
7
7
1

2
,
6
8
1
,
3
0
4

令
和
４
年
度

30
,5

15
,6

68
2,
05
5,
15
6

30
,5
15
,6
68

51
2,
87
7

1
1
,
8
4
2
,
8
2
0

1
4
0
,
7
8
4

2
,
7
0
8
,
8
1
7

令
和
５
年
度

27
,9

85
,8

79
1,
83
7,
19
4

27
,9
85
,8
79

45
9,
79
5

1
0
,
5
8
7
,
1
8
4

1
2
4
,
1
8
3

2
,
4
2
1
,
1
7
2

令
和
６
年
度

27
,8

81
,9

65
1,
77
5,
00
6

27
,8
81
,9
65

50
0,
24
2

1
0
,
5
4
9
,
4
7
6

1
4
7
,
8
2
8

2
,
4
2
3
,
0
7
6

令
和
７
年
度

28
,6

31
,7

63
1,
81
6,
20
3

28
,6
31
,7
63

53
3,
65
0

1
1
,
6
3
4
,
0
4
6

1
6
9
,
4
3
1

2
,
5
1
9
,
2
8
4

※
決
算
時
…
３
月
３
１
日
時
点
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
る
調
定
表
を
基
に
数
値
を
入
力

医
療
保
険
分

後
期
高
齢
者
支
援
金
分

介
護
納
付
金
分

年
　
度
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